
 

宮古島市公共交通確保奨励金交付要綱 

令和３年３月11日 

市長決裁 

（目的） 

第１条 市長は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた宮古島

市内のタクシー事業者に対して、適切な感染防止対策の定着を奨励し、公共

交通機関としての運行を確保することを目的として、予算の範囲内で宮古島

市公共交通確保奨励金（以下「奨励金」という。）を交付するものとし、そ

の交付に関しては宮古島市補助金等交付規則（平成17年宮古島市規則第48

号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（対象者） 

第２条 奨励金の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 宮古島市内に営業所を有している者 

(2) 令和３年１月19日現在で、道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条

第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、事業の停止

処分等を受けていない者 

(3) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 

号）第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなったときか

ら５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

イ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係にある者 

ウ 暴力団員等がその事業活動を実質的に支配する法人 

エ 役員のうち暴力団員等がいる法人 

２ 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める場合は、奨励金の対象と

する。 

（対象車両） 

第３条 奨励金の対象車両は、補助対象事業者が保有及び使用する車両であっ

て、申請日時点で国土交通省に登録されている事業用自動車とする。 

（奨励金の額） 

第４条 奨励金の額は、対象車両１台あたり４万円とする。 



 

（奨励金の申請） 

第５条 奨励金の交付を申請する事業者（以下「申請者」という。）は、宮古

島市公共交通確保奨励金交付申請書・請求書（様式第１号。以下「申請書」

という。）を令和３年４月30日までに市長に提出しなければならない。 

（奨励金の支給） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに交付の可否を決定

し、適当と認めたときは、宮古島市公共交通確保奨励金交付決定及び額の確

定通知書（様式第２号）により申請者へ通知し、遅滞なく指定の口座に振り

込むものとする。 

２ 市長は、奨励金の交付が適当でないと認めた場合は、宮古島市公共交通確

保奨励金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請へ通知するものとす

る。 

（奨励金の返還） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により交付の決定を受けた者が、次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定の全部若しくは

一部を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるこ

とができる。 

(1)  奨励金の申請に係る書類に誤りがあるとき。 

(2)  虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたことが明ら

かになったとき。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月11日から施行する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

令和  年  月  日 

宮古島市長 様 

宮古島市公共交通確保奨励金交付申請書 

 宮古島市公共交通確保奨励金交付要綱第５条の規定により、次のとおり奨励金の交付

を申請します。 

 

住所 〒 

宮古島市 

事業者名  代表者名           印 

申請車両数         台 申請額           円 

担当者氏名：         電話番号：           

 本申請書の他、以下の書類を添付してご提出ください。 

1. 申請車両の車検証の写し 

2. 振込用通帳の最初の見開きページの写し 

 

 

宮古島市公共交通確保奨励金交付請求書 

 

 宮古島市公共交通確保奨励金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり奨励金の交

付を請求します 

記 

 

請 求 額         円 

金融機関名  

支店名  

預金種目 

いずれかに〇 
普通預金 当座預金 その他（      ） 

口座番号  

（フリガナ）  

口座名義  

 



様式第２号（第６条関係） 

宮古島市達第   号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

 

宮古島市公共交通確保奨励金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった、宮古島市公共交通確保奨励金

について、宮古島市公共交通確保奨励金交付要綱第６条第１項の規定により、

下記のとおり交付することに決定し、併せてその額を確定したので通知します。 

 

 

      年  月  日 

宮古島市長       印   

 

 

記 

 

 

交付金額：     円 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

宮古島市達第   号 

令和  年  月  日 

 様 

 

宮古島市公共交通確保奨励金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった、宮古島市公共交通確保奨励金

について、宮古島市公共交通確保奨励金交付要綱第６条第２項の規定により、

下記の理由で不交付としたので通知します。 

 

      年  月  日 

宮古島市長      印   

 

記 

 

（不交付の理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


